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 SNS launcherアプリ利用規約 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます。）は、この「SNS launcherアプリ利用規

約」（以下「本規約」といいます。）を定め、これにより「SNS launcherアプリ」（以下「本

アプリ」といいます。）を提供します。 

 

第1条 （規約の適用） 

本規約は、本アプリの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規

約の内容に同意しない場合、本アプリを利用することはできません。 

 

第2条 （用語の定義） 

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとしま

す。 

① 利用契約： 当社から本アプリの提供を受けるための本規約に基づく契約をい

います。 

② 契約者： 当社との間で利用契約を締結した者をいいます。 

③ 本アプリサーバ： 当社が本アプリを提供するために設置する電子計算機（サ

ーバ）を言います。 

④ 本アプリ情報サイト： 本アプリに関する情報を掲載した当社のインター

ネットウェブサイト＜https://www.nttdocomo.co.jp/＞（当該 URL配下の

インターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、

変更後の URL とします。）をいいます。なお、本規約において本アプリ情

報サイト上に定めることとしている条件については、本アプリ情報サイト

上の定め（本アプリ情報サイト上の定めが変更された場合は変更後のもの

とします。）ます。 

⑤ 対象アプリ： 本アプリを利用してランチャー機能及びアプリ通知を閲覧する

ことができる機能（いずれも第 3条に定めます。）を提供する、当社又は当社の

提携先が提供するアプリケーションソフトウェアをいいます。 

⑥ 対応端末： AndroidOS 搭載端末のうち、当社が本アプリを利用することがで

きる端末として別途本アプリ情報サイト/本アプリのダウンロード画面上で指

定する端末をいいます。 

 

第3条 （本アプリの機能等） 

本アプリは、次の各号に掲げる機能（以下「本機能」といいます。）を提供するア

プリケーションソフトウェアです。契約者は、本アプリを利用することで、契約
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者が所有または保有する対応端末のホーム画面をカスタマイズすることができま

す。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては、利用できる機

能に制限がある場合があります。 

① 対応端末のホーム画面若しくはアプリ一覧の画面上に配置された対象アプリ

をタップする、または対応端末のホーム画面上の対象アプリの通知画面を左

右スワイプすることで、対象アプリを起動することができる機能 

② 対象アプリの通知を対応端末のホーム画面上で閲覧することができる機能 

③ ターゲティング広告を表示・配信することができる機能 

 

第4条 （利用契約の成立） 

利用契約は、本アプリを起動後の対応端末の画面上に表示される規約に同意して利

用を開始」ボタンが押下された時点で、当社との間に成立し、その効力を生じるも

のとします。 

 

第5条 （知的財産権等） 

本アプリ又は本アプリの提供を通じて契約者に提供される情報・コンテンツ等（以

下「本アプリコンテンツ」といいます。）に係る著作権等の知的財産権その他一切の

権利は、当社又は第三者に帰属します。利用契約の締結は、契約者に対してこれら

に関する何らの権利を移転するものではなく、契約者は、利用契約に基づく本機能

の利用に必要な範囲に限って、本アプリ/本アプリコンテンツを使用することができ

るものとします。 

 

第6条 （禁止事項） 

(1) 契約者は、本アプリの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならな

いものとします。 

① 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知

的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそ

れらのおそれのある行為 

② 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行

為、又はそれらのおそれのある行為 

③ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又は

それらのおそれのある行為 

④ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為 

⑤ 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそ

れのある行為 

⑥ 本アプリサーバその他の当社の設備に対して過度な負担を与える行為、当社
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による本アプリの提供を不能にする行為その他当社による本アプリの提供に

支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行

為 

⑦ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本アプリを通じて、若しくは

本アプリに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれの

ある行為 

⑧ 本アプリ/本アプリコンテンツ等について、複製、公衆送信（自動公衆送信の

場合にあっては、送信可能化を含みます。）、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等

の利用を行うなど、本アプリ/本アプリコンテンツ等を第 5条（知的財産権等）

に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為 

⑨ 本アプリ/本アプリコンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、又は

逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング（主に、内容を

解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。）を行う行為 

⑩ 本アプリ/本アプリコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表

示を除去し、又は変更する行為 

⑪ 当社の定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為 

⑫ その他当社が合理的な根拠に基づき合理的に不適切と判断する行為 

 

第7条 （利用料） 

    本アプリの利用料は無料ですが、本アプリの利用（本アプリのダウンロード及び

バージョンアップを含みますが、これらに限られません。）に伴い別途通信料が生

じる場合があります。 

 

第8条 （個人情報等） 

(1) 当社は、本アプリの提供にあたり、契約者から取得する情報（本アプリを通じて

取得し、又は蓄積される情報を含みます。）を、情報（本アプリを通じて取得し、

又は蓄積される情報を含みます。）を、当社がパーソナルデータの取扱いに関する

方 針 と し て 別 途 定 め る 「 NTT ド コ モ  プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 」 ＜

https://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/＞（当社がその URL を変更した

場合は、変更後の URLとします。）のほか、当社が本アプリの提供に関して別途定

める「アプリケーション・プライバシーポリシー」に従って取り扱います。 

(2) 当社は、本アプリの提供にあたり契約者から取得する本アプリ及び対象アプリ上

での行動履歴(広告識別子 Google Advertising ID（ADIDを介して記録される行動

履歴）を、本アプリの機能として、契約者の属性や興味関心に関連した情報を配

信するターゲティング広告を実施するために、株式会社 D2C 及び株式会社 D2C が

接続する広告配信事業者に提供する場合があります。 
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第9条 （提供中断） 

(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本機能の全部

又は一部の提供を中断することがあります。 

① 天災地変等の不可抗力により本機能が提供できなくなくなったとき。 

② 本アプリサーバその他本機能に関する機器、設備等の保守、工事等を実施す

る必要があるとき。 

③ 本アプリサーバその他本機能の提供に使用する機器、設備等に故障、障害等

が発生したとき。 

④ 当社の運用上又は技術上、本機能の全部又は一部の提供を中断する必要があ

るとき。 

(2) 当社は、前項に基づく本機能の全部若しくは一部の提供の中断を計画している場

合は、その旨を本アプリ情報サイト上に掲載する方法により契約者に周知するも

のとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがありま

す。 

(3) 当社は、第(1)項の定めに基づき本機能の提供を中断した場合であっても、利用料

の減免等は行わず、また当該提供中断により契約者に損害が生じた場合であって

も、一切責任を負いません。ただし、当社の故意又は過失による損害については、

この限りではありません。 

 

第10条 （本機能の変更・追加・廃止） 

(1) 当社は、当社の都合によりいつでも、本機能の全部又は一部を変更し、追加し、

又は廃止することができるものとします。なお、本機能の全部が廃止された場合

は、利用契約は終了するものとします。 

(2) 前項による本機能の全部又は一部の変更、追加又は廃止が契約者に重大な影響を

及ぼすと当社が判断した場合は、当社は、あらかじめその変更、追加又は廃止の

内容について、契約者に対して周知し、又は通知するものとします。ただし、緊

急やむを得ないときは当該周知又は通知を行わない場合があります。 

(3) 当社は、第(1)項により本機能の全部又は一部を変更し、追加し、又は廃止した場

合において、契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。ただし、

当社の故意又は過失による損害については、この限りではありません。 

 

第11条 （契約者による利用契約の解約） 

契約者が本アプリの利用を希望しない場合は、自己の占有下又は管理下にある全て

の本アプリを再生不能な形で消去することにより、利用契約を解約することができ

ます。 
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第12条 （当社が行う利用契約の解除） 

当社は、契約者が本規約の定めのいずれかに違反したときは、契約者に対する事前

の催告を行うことなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。 

 

第13条 （利用契約終了時の措置等） 

(1) 利用契約が終了した場合、契約者は本アプリを利用することはできません。この

場合、契約者は、速やかに、自己の占有又は管理下にある全ての本アプリを再生

不能な方法で消去するものとします。 

(2) 利用契約の終了にかかわらず、第 8 条（個人情報等）、第 9 条（提供中断）第(3)

項、第 10条（本機能の変更・追加・廃止）第(3)項、本条、第 14条（本アプリの

瑕疵等）第(2)項、第 16 条（損害賠償の制限）、第 20 条（権利の譲渡等）、第 21

条（合意管轄）及び第 22条（準拠法）の定めは、なお有効に存続するものとしま

す。 

 

第14条 （本アプリの瑕疵等） 

(1) 当社は、本アプリに利用契約に定める内容に適合しない点（以下「契約不適合」

といいます。）が発見された場合で、当該契約不適合の修補が必要であると認めた

ときは、契約不適合のない本アプリを提供し、又は当該本アプリの契約不適合を

修補するよう努めますが、その実現を保証するものではありません。 

(2) 本アプリの契約不適合によって、契約者が損害を被ったとしても、当社はその責

任を負いません。ただし、当社の故意又は過失による損害については、この限り

ではありません。 

 

第15条 （本アプリのバージョンアップ等） 

(1) 第 10条（本機能の変更・追加・廃止）又は前条の場合、本アプリ再ダウンロード

又はバージョンアップが必要となることがあります。 

(2) 前項に基づき本アプリのバージョンアップを行う場合、当該バージョンアップが

完了するまでの間、本機能の全部又は一部を利用することができないことがあり

ます。 

 

第16条 （損害賠償の制限） 

(1) 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対し

て負う責任の範囲は、その原因となった当社の行為から通常生ずべき直接の損害

（逸失利益を除きます。）に限られるものとし、かつ、300円を上限とします。 

(2) 当社の故意又は重大な過失により契約者又は契約者になろうとする者に損害を与
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えた場合は、前項の定めは適用しません。 

 

第17条 （輸出入関連法規類の遵守） 

契約者は、本アプリを日本国外に持ち出す場合など、日本国又は諸外国の輸出入に

関連する法令等（以下「輸出入関連法規類」といいます。）の適用を受ける場合には、

当該輸出入関連法規類を遵守するものとします。 

 

第18条 （反社会的勢力の排除） 

(1) 契約者及び契約者になろうとする者は、次の各号のいずれか一にも該当しない

ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するもの

とします。 

① 自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。）が、暴力団、暴

力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その

他これらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）であること。 

② 利用者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配してい

ると認められる関係を有すること。 

③ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有する

こと。 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること。 

⑤ 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実

質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するこ

と。 

(2) 契約者及び契約者になろうとする者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の

いずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の

業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

 

第19条 （規約の変更） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方

第 C 条（本サービスの内容等） 

(1) 本サービスは、サービス契約者が対応端末から当社サーバ内のサービス契約者専用のデー

第 C 条（本サービスの内容等） 

(1) 本サービスは、サービス契約者が対応端末から当社サーバ内のサービス契約者専用のデー

第 C 条（本サービスの内容等） 

(1) 本サービスは、サービス契約者が対応端末から当社サーバ内のサービス契約者専用のデー

第 C 条（本サービスの内容等） 

(1) 本サービスは、サービス契約者が対応端末から当社サーバ内のサービス契約者専用のデー
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法にて公表又は通知することにより、本規約を変更することができるものとし、変

更日以降はこれらが適用されるものとします。 

① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。 

②  本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内

容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ

るとき。 

 

第20条 （権利の譲渡等） 

契約者は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の

全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。 

 

第21条 （合意管轄） 

契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁

判所又は契約者若しくは契約者になろうとする者の住所地の地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第22条 （準拠法） 

利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとしま

す。 

 

 

附則（2021年 10月 1日） 

本規約は、2021年 10月 1日から実施します。 


